
農業収入保険に加入したものに対し、助成金を交付します。

矢吹町農業経営収入保険矢吹町農業経営収入保険
加入促進事業助成金について

補助対象者：下記の全てを満たすもの

①町内に住所を有する者

②収入保険に加入した者

③町税を滞納していない者

補助金額 ：保険料額の1/3以内(上限3万円)
※１度きりの助成になりますのでご注意下さい。

添付書類等：収入保険に加入したことが証明できる書類
保険料が確認できる書類

※助成金の詳しい内容については担当課までお問い合わせ下さい。

（お問い合わせ：矢吹町役場農業振興課 42-2115）

《収入保険の加入をオススメします！》

原則全ての農産物を対象に、
収入減少を広く補償します。

・自然災害での減収・作付不能
・病気での収入減少 etc・・・

※収入保険に関してはお近くの農業共済組合までお問い合わせ下さい。

様々なリスクに対応できる！


